
 

 

     令和２年１月１４日 

 

外国送金関係手数料の改定のお知らせ 
 

平素は静清信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

このたび当金庫では、外国送金関係手数料を下記の通り改定させていただきます。 

今回の改定は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年

益々高まる中、適切な確認に伴うコスト増加を踏まえたものです。 

お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

  

記 

 

１．改定内容 

 

種 類 内 訳 改定前 改定後 

仕向送金 

手数料 

外国送金手数料 ４，０００円 ７，５００円 

支払銀行手数料 ※1 １，５００円 ２，５００円 

リフティングチャージ ※2 

(円為替手数料又は外貨受払手数料) 

(料率０．０５％) 

最低２，０００円 

(料率０．０５％) 

最低２，５００円 

被仕向送金 

手数料 

リフティングチャージ ※2 

(円為替手数料又は外貨受払手数料) 

(料率０．０５％) 

最低２，０００円 

(料率０．０５％) 

最低２，５００円 

少額手数料 ※3 ２，０００円 ２，５００円 

※1 依頼人負担とする場合にいただきます 

※2 同一通貨間のお取引の場合にお支払いいただく手数料(円預金を払い戻して円建ての送金等) 

※3  5,000 米ドル相当額以下の外貨建送金を円預金で受取る場合に発生する手数料 

 

２． 改定日  令和 2年 4月 1日（水）仕向取組分(被仕向入金分)より 

 

以 上 

 

● お問い合わせ先 

 静清信用金庫 市場資金部国際課（担当 内山・川口） 

〒420-0033 静岡市葵区昭和町 2-1 

TEL：054-254-5018 

FAX：054-254-6594 


